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基準等遵守の確認をするためのチェックリスト
｢ｵﾝﾗｲﾝ診療基準｣及び｢ｵﾝﾗｲﾝ診療の適切な実施に関する指針（平成30年3月）」に準拠

確認日：々稗泌朋旧

確認者：肱久雄#も

1．オンライン診療の提供に関する事項

｜鷺’縮
(1)医師一患者関係／患者合意

iｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する際は､ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する旨について､医

師と患者との間で合意がある場合に行う。

iiiの合意を行うに当たっては､医師は､患者がｵﾝﾗ

旨を明示的に確認する。

イン診療を希望する

璽
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iiiｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する都度､医師が医学的な観点から実施の可否を

判断し､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行うこ
心＝

ン診療を中止し､速やかにi宣句

とが適切でないと判断

な対面診療につなげる

した場合はオンライ

Ⅳ医師は､患者のiの合意を得るに先立ち､患者に対して以下の事項につ

いて説明を行う。

・触診等を行うことができない等の理由により､ｵﾝﾗｲﾝ診療で得られる
⑳〔，

情報は限られていることから､対面診療を組み合わせる必要があること

・ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する都度､医師がｵンラ

I

イン診療の実施の可否

を判断すること

．(3)に示す｢診療計画｣に含まれる事暖

(2)適用対象

－1‐_－－

i直接の対面診察と同等でないにしても､これに代替し得る程度の患者の

心身の状態に関する有用な情報を､ｵﾝﾗｲﾝ診療により得る。

iiｵﾝﾗｲﾝ診療が困難な症状として､一般社団法人日本医学会連合か

作成した｢ｵﾝﾗｲﾝ診療の初診に適さない症状」（※）等を踏まえて医

師が判断し､ｵﾝﾗｲﾝ診療が適さない場合には対面診療を実施する(対

面診療力河能な医療機関を紹介する場合も含む｡)。

…

鐘麗鰯銅．
麺 談ミ

耐初診からのｵﾝﾗｲﾝ診療は､原則として｢かかりつけの医師｣が行う。
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・ｵﾝﾗｲﾝ受診勧奨については､患者から

の連絡に応じて実施する場合には､患者

側の意思が明白であるため､当該確認は

必要ではない。

・緊急時にやむを得ずオンライン診療を実

施する場合であうて､ただちに説明等を行

うことができないときは､説明可能となった

時点において速やかに説明を行う

月

。緊急性が高い症状の場合は速やかに対

面受診を促す。

※日本医学会連合｢ｵﾝﾗｲﾝ診療の初診I.

関する提言」（2022年11月24日

版）

httpsV/vvvvwomsf・or.jp/uploads/me

dia/2022/11/20221124163108.pdf

。ただし､既往歴､服薬歴､アレルギー展

等の他､症状から勘案して問診及び視

診を補完するのに必要な医学的情報を

過去の診療録､診療情報提供書､健康

診断の結果､地域医療情報ネットワー

ク、お薬手帳、PersonalHealth

Record(以下｢PHR｣という｡）等から

把握でき､患者の症状と合わせて医師が

可能と判断した場合にも実施できる（後

者の場合､事前に得彪情報を診療録に

記載する必要がある｡）
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iv[iii以外の場合として｢かかりつけの医師｣以外の医師が診療前相談を行

った上で初診からのｵﾝﾗｲﾝ診療を行う場合！

安全I性が担保されたｵﾝﾗｲﾝ診療を実施できるよう､ｵﾝﾗｲﾝ診療の票

施後､適切に対面診療につなげられるようにしておく。

一一一

園廓’
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庭

診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって､対面診療を

行うのが他院である場合は､診療前相談で得た情報について必要に応じ

て適切に情報提供を行う

Ⅵ診療前相談を行うにあたっては､結果としてｵﾝﾗｲﾝ診療が行えない可

能性があることや､診療前相談の費用等について医療機関のホームペー

ジ等で示すほか､あらかじめ患者に十分周知する。

一 一

Ⅵi急病急変患者については､原則として直接の対面による診療を行う≦

Ⅵi特定の複数医師が関与することについて｢診療計画｣で明示しており､↓

ずれかの医師が直接の対面診療を行っている場合は､全ての医師につい

て直接の対面診療が行われていなくとも､これらの医師が交代でｵﾝﾗｲﾝ

診療を行うことが可能。

ただし､交代でｵﾝﾗｲﾝ診療を行う場合は､「診療計画｣に医師名を記

裁する侭
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。なお､急病急変患者であっても､直接の

対面による診療を行った後､患者の容態

が安定した段階に至った際は､ｵﾝﾗｲ〉

診療碗厘用を検討してもよい‘

｡特定の複数の医師が関与するケースとし

て､在宅診療において在宅療養支援診

療所が連携して地域で対応する仕組み

が構築されている場合や複数の診療輯

の医師がﾁｰﾑで診療を行う場合な勘

想定される。
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｡「かかりつけの医師｣以外の医師が診療

前相談を行った上で初診からのｵﾝﾗｲｺ

診療を行う場合として､以下が想定さオ

る‘

¥Iかかりつけの医師｣城ｵﾝﾗｲﾝ診療節
■

行づていない場合や､休日夜間等で、

「かかりつけの医師｣流ﾝﾗｲﾝ診痕に

対応できなし甥合

V患者に｢かかりつけの医師｣がいない劇

合

V｢かかりつけの医師｣力吋ﾝﾗｲﾝ診療に

対応している専門的な医療等を提供

する医療機関に紹介する場合（必星

な連携を行っていま合､DtoP

withDの場合を含む｡）やｾカンド

ｵビﾆ尤′のだめに受診する堤合

・安全性鯛旦保されたｵﾝﾗｲﾝ診療が実

施できる体制として､以下の対応澗貝症

される。

ゾ患者の所在地に応じた地域の医療機

関との間で､対面診療への移行に関し

て連携体制を整備する

γ医師が対面受診を要すると判断した！§

合は､対面受診可能な医療機関へ医

師からの連絡､診療情報の提供を行

い､患者を確実な対面診療へつな虎

ゾ直ちに対面受診を要さない場合におし’

いても､医師が必要と判断uごときI

は､当該診療内容を引き継I煽よう、

緊急時の相談体制についての案内薯

を患者等に対して行い､確実に対面題

療パフなく
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患者の同意を得た上で､診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれ

(患ｵﾝﾗｲﾝ診療を行う予定であった医師の病欠､勤務の変更などによ

り､｢診療計画｣において予定されていない代診医力wｵﾝﾗｲﾝ診療を行うこ

とが可能‘

主に健康な人を対象にした診療であり､対面診療においても一般的に同

一医師が行う必要'性が低いと認識されている診療を行う場合などにおいて

も､「診療計画｣での明示など同様の要件の下､特定の複数医師が交代

でｵﾝﾗｲﾝ診療を行うことが可能。

くく禁煙外来を行う医療樋関の場合津

Ⅸ禁煙外来については､定期的な健康診断等が行われる等により疾病を

見落とすﾘｽｸが排除されている場合であって､治療によるﾘｽｸが極めて

低いものとして､患者側の利益と不利益を十分に勘案した上で､直接a

対面診療を組み合わせないｵﾝﾗｲﾝ診療を行うことが許容され得る‘

，14勢
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・健康診断など疾患の治療を目的としてい

ない診療（診察､診断等）などが想定

される。
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“緊急避妊に係る診療を行う医療槻関の場合＞

緊急避妊に係る診療については､地理的要因がある場合､女I性の健

康に関する相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携して

いる医師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると

判断した場合においては､産婦人科医又は厚生労働省が指定する研

修を受講した医師が､初診からオンライン診療を行うことは許容され得

る。

ただし､初診からｵﾝﾗｲﾝ診療を行う医師は一錠のみの院外処方を行

うこととし､受診した女性は薬局において研修を受けた薬剤師による調

剤を受け､薬剤師の面前で内服することとする。

その際､医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ

と。

加えて､内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう､産婦人科医

による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に担保すそ

ことにより､初診からｵﾝﾗｲﾝ診療を行う医師は確実なﾌｵﾛー ｱｯブを

行うこと。
喰瓢ノ

苔脚

垂一一金J■

古義

鐘懸職

宿
J'jE蔭．

”副b

鉱

X自身の心身の状態に関する情報の伝達に困難がある患者については、

伝達できる情報が限定されるｵﾝﾗｲﾝ診療の適用を慎重に判断する。
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・緊急避妊に係る診療については､緊急

避妊を要するが対面診療が可能な医療

機関等に係る適切な情報を有しない女

性に対し､女性の健康に関する相談窓

口等（女性健康支援センター､婦人相

談所､性犯罪･性暴力被害者のためのC

ﾝストップ支援センターを含む｡）におし

て､対面診療が可能な医療機関のリス；

等を用いて受診可能な医療機関を紹介

することとし､その上で直接の対面診療を

受診することとする

｡なお､調剤に対応可能な薬局の一覧は

厚生労働省のホームページにおいて公開

されている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnk

yuuhininnyaku・html
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(3)診療計画

i医師は､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行う前に､患者の心身の状態について､直接の

対面診療により十分な医学的評価（診断等）を行い､その評価に基づ

いて､次の事項を含む｢診療計画｣を定め、2年間は保存する。

･ｵﾝﾗｲﾝ診療で行う具体的な診療内容（疾病名､治療内容等；

･オンライン診療と直接の対面診療､検査の組み合わせに関する事碩

（頻度やﾀｲﾐﾝグ等）

･診療時間に関する事項（予約制等）

･ｵﾝﾗｲﾝ診療の方法（使用する情報通信機器等：

･ｵﾝﾗｲﾝ診療を行わないと判断する条件と､条件に該当し疋場合に喧

接の対面診療に切り替える旨（情報通信環境の障害等によりオンラ

ｲﾝ診療を行うことができなくなる場合を含む｡）

･触診等ができないこと等により得られる'情報が限られることを踏まえ､患

者が診察に対し積極的に協力する必要がある旨

･急病急変時の対応方針（自らが対応できない疾患等の場合は､対

応できる医療機関の明示）

･複数の医師がｵﾝﾗｲﾝ診療

瀞j､t瀦

実施する予定がある場合は､その医馴

の氏名及びどのような場合にどの医師がｵﾝﾗｲﾝ診療を行うかの明示

･情報漏洩等のﾘｽｸを踏まえて､ｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸに関する責任の範阻

(責任分界点）及びそのとぎれがないこと等の明示
例 鼠

iに関わらず、 初診からのオンライン診療を行う場合については､診察a

後にその後の方針（※）を患者に説明する｡その後､ｵﾝﾗｲﾝでの診療

継続又はその見込みのある場合､可及的速やかに

画を定め､保存する。

iに基づき診療計

iiiｵﾝﾗｲﾝ診療において､映像や音声等を医師側又は患者側端末に傍

存する場合には､事前に医師一患者間で､映像や音声等の保存の要

否や保存端末等の取り決めを明確にし､双方で合意する。

取唾戦俵

ivオンライン診療を実施する医師自らが対応できないことが想定される場

合､そのような急変に対応できる医療機関に対して当該患者の診療鍔

等必要な医療情報が事前に伝達されるよう､患者の心身の状態に関す

る情報提供を定期的に行うなど､適切な体制を整える。

急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定される場合について

は､急変時の対応について､事前に関係医療機関との合意を行っておく二

v「診療計画｣は､文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにす

る。
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※例えば次回の診察の日時及び方法、

びに症状“曽悪があった場合の対面診弼

の受診先等

｛閲

・医療情報の保存については､2(5)を参

照すること。

邸 岬

・ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する医師自らが対

応できないことが想定される場合として、

ｵﾝﾗｲﾝ診療を行う疾病について急変が

想定され､かつ急変時には他の医療機

関に入院が必要になる場合などが想定で

れる

o急変時の対応を速やかに行うことが困難

となると想定される場合として､例え(鏑

島な跡想定される

K
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Ⅵ同一疾患について､複数の医師が同一の患者に対しｵﾝﾗｲﾝ診療を行

う場合や､他の領域の同一疾患について､複数の医師が同一の患者に

対しｵﾝﾗｲﾝ診療を行う場合や､他の領域の専門医に引き継いだ場合田／
において､既に作成されている｢診療計画｣を変更することにより､患者の

不利益につながるときは､患者の意思を十分尊重した上で､当該｢診療

計画｣を変更せずにｵﾝﾗｲﾝ診療を行う。

(4)本人確認

i緊急時などに医師､患者が身分確認書類を保持していない等のやむを

得ない事情がある場合を除き､原則として､医師と患者双方が身分確認

書類を用いてお互いに本人であることの確認を行う。

※かかりつけの医師がｵﾝﾗｲﾝ診療を行う場合等､社会通念上､当然に

医師､患者本人であると認識できる状況であった場合には､診療の都度

本人確認を行う必要はない。

i〔、≦

ii初診でｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する場合､

ｵ

マイナン

当該患者の本人確認は､以下の
‘

いずれかの方法により行う。

・顔写真付きの身分証明書’ バーカード､運転免許証､パスポー

卜等）

・顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明

書
悪

･1種類の身分証明書しか使用できない場

厚みその他の特徴を十分に確認した上で

合には、

患者本

切な質問や全身観察等を組み合わせた確罰

当該身分証明書の

人の確認のための通

耐医師の本人証明の方法として､なりすまし防止のために､原則として､藻

写真付きの身分証明書(HPKIカード､マイナンパーカード､運転免許

証､パスポート等）を用いて医師本人の氏名を示す。

特に､ｵﾝﾗｲﾝ診療受診施設で､患者に対してｵﾝﾗｲﾝ診療を行う場

合は､患者が事後的にも確認できる方法により氏名の提示を行う。

※社会通念上､当然に医師本人であると認識でき鵜合を除く。

Ⅳ「医籍登録年｣を伝える（医師免許証を用いることが望ましい｡）など、

医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整え
§潤了

る。
鋤 …

また､必要に応じて､厚生労働省の｢医師等資格確認検索」（氏名、

性別､医籍登録年）を用いて医師の資格確認が可能である旨を示す。

回／

I

㎡

｡／

ざ

推奨

－

遵守

’

畠

遵守

合繊

遵奇

僅画

遵蔑

耐ろ

｢¥誕倹

紋ﾕi

合塾

柔要心

琴

・確認書類の例：

i患者の本人確謬：マイナンパーカード、

医療保険者の発行する資格確認書､運

転免許証､バｽボー ﾄ等咽是示

ii医師の本人証明：

HPKIカード（医師資格証）、マイﾅﾝﾊ゙

一ｶｰド､運転免許証､バｽポｰﾄ等の提

示

iii医師の董格証明：

HPKIカード（医師資格証）、医師免

許証の提示の活用

碕1

侭

皇祷寮

畔、、

・身分証明書の提示は医師の氏名の確

認が目的であり､医籍登録番号､マイナ

ンパー､運転免許証番号､パスポート番

号､住所､本籍等に係る情報を提示す

ることを要するものではない。

両
＝●q画

。ただし､初診を直接の対面診療で行った

際に､社会通念上､当然に医師であると

認識できる状況であった場合､その後に

実施するｵﾝﾗｲﾝ診療においては､患者

からの求めがある場合を除き､医師であぞ

旨の証明をする必要はない。
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i埼守

抵興
備考

(5)薬剤処方･管理

i患者の心身の状態の十分な評価を行うため､初診からのｵﾝﾗｲﾝ診療I

の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は､一般社団

法人日本医学会連合が作成した｢ｵﾝﾗｲﾝ診療の初診での投与につい

て十分な検討が必要な薬剤．

ﾗｲﾝを参考に行う

(※）等の関係学会が定める診療ガイド

〆 遵守

ただし､初診の場合には以下の処方は行わない。′

･麻薬及び向精神薬の処方

･基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する､特に安全管理ガ

必要な医薬品（診療報酬における薬剤管理指導料の「1｣の対象と屯

る薬剤）の処方

･基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処

方
向14，

また､重篤な副作用が発現すそ

v程

おそれのある医薬品の処方は特にI慎重に

行うとともに､処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど､そのﾘｽｸ管

理に最大限努めなければならない

医師は､患者に対し､現在服薬している医薬品を確認する｡患者は医師

に対し正確な申告を行う

0

iii医師は､患者に対し､かかりつけ薬剤師･薬局の下､医薬品の一元管理

を行うことを求める。

(6)診察方法

’

i医師がｵﾝﾗｲﾝ診療を行っている間､患者の状態について十分に必要屯

情報が得られていると判断できない場合には､速やかにオンライン診療を

中止し､直接の対面診療を宿
一

つ◎

回／

iiオンライン診療では 可能な限り多くの診療情報を得るために､リアルﾀイ

ムの視覚及び聴覚の情報を含む'情報通信手段を採用する‘
唖Ly阜一

ｵﾝﾗｲﾝ診療は､文字､写真及び録画動画のみのやりとりで完

ならない。

結しては

ｵﾝﾗｲﾝ診療の間などに､文字等により患者の病状の変化に直接関わら

ないことについてｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝを行うに当たっては､リアルタイムの視覚

及び聴覚の情報を伴わないﾁｬｯﾄ機能（文字､写真､録画動画等によ

る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る｡この際､ｵﾝﾗｲﾝ診療と区
別するため､あらかじめﾁｬｯﾄ機能を活用して伝達し合う事項･範囲を決

めておく。

〆

回／
I

国／
J1

国／

ざ

遵守

推奨

鱒
土

遵守

弱

遵笥

Gが

遵守

卦、鞘4

蜜

遵守

I

電馬冬も

処方筆を発行する際､患者鰯ｼﾗｲﾝ服

薬指導を希望する場合に､使用するｼｽﾃ

ムによっては患者が希望する薬局を選(ない

場合”る（ｼｽデﾑに登録された薬局しか

選べない）ことに留意し､患者が希望す署

薬局での調剤･服薬指導が受けられるよ号

配慮することが求められます‘

①木

沖q郎這掴

駅泳、11

＝

雪惹豊Ⅲ

・直接の対面診療に代替し得る程度の患

者の心身の状況に関する有用な情報力

得られる場合には補助的な手段として、

画像や文字等による情報のやりとりを耀

用することは妨げない。

働溌要,郡

図／

順

“

遵守

磯

。現にｵﾝﾗｲﾝ診療を行っている疾患唖
〆

長とされる症状に対応するために必要弗

医薬品については､医師の判断により､オ

ンﾗｲﾝ診療による処方洞能。
※日本医学会連合｢ｵﾝﾗｲﾝ診療の初診に

関する提言」（2022年11月24日

版： ーー弓

4

~一

口

鴎

紅静1魂'氏

徳穴．本

十．“週

唾悪感・くさ害

曾讐’出てf右露議k勲
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｜ 鷲’繕
iiiｵﾝﾗｲジ診療において､'医師は､'情報通信機器を介して､同時に複数の

患者の診療を行ってはならない。

Ⅳ医師の他に医療従事者等が同席する場合は､その都度患者に説明を行

い､患者の同意を得る。

v医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために､オンライン

診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムとす

る。

－

Ⅵｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する前に､直接の対面で､実際に使用す

信機器を用いた試験を実施し､情報通信機器を通して得らオ

色彩や動作等について確認する。

報通

る画像の

－ －召一

回／

㎡

㎡

〆

遵弓

遵弓

推奨

峰

推嬰

＝壷、-．

1:1稲

箔蕊畳瓢

承雪

詞，崖
｡‘.●｡

⑲ 勘

－－
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2．オンライン診療の提供体制に関する事項

(1)医師の所在

iｵﾝﾗｲﾝ診療を行う医師は、 医療機関に所属し

ﾗｲﾝ診療実施病院等の問い合わせ先を明らかに

1廻蝿』D盲

その所属及び当該オン

する。

特に､オンライン診療受診施設で､患者に対してオンライン診療を行う場

合は､患者が事後的にも確認できる方法により､所属する医療機関及び

その問合せ先の明示その他必要な通知を行う。

ii患者の急病急変時に適切に対応するため､患者が速やかにアクセスでき

る医療機関において直接の対面診療を行える体制を整える。

ー一

iii医師は､騒音により音声が聞き取れない､ネットワークが不安定であり動

画が途切れる等､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行うに当たり適切な判断を害する場所

でｵﾝﾗｲﾝ診療を行ってはならない。

Ⅳｵﾝﾗｲﾝ診療を行う際は､診療録等､過去の患者の状態を把握しながら

診療すること等により､医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身a

状態に関する情報を得られる体制を整える‘

v第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう､医師

は物理的に外部から隔離される空間においてｵﾝﾗｲﾝ診療を行う：

Ⅵｵﾝﾗｲﾝ診療実施病院等は､ﾎｰﾑページや院内掲示等において､本ﾁI

針を遵守した上でｵﾝﾗｲﾝ診療を実施している旨を具体的に公表する。

Ⅶｵﾝﾗｲﾝ診療を行う医師は、2(1)iiの医療機関に容易にｱｸｾｽで毒

よう努める。

(2)患者の所在

患者がオンライン診療を受ける場所は､対面診療が行われる場合と同程

度に､清潔かつ安全でなければならない。

プライバシーが保たれるよう､患者が物理的に外部から隔離される空間に

おいてｵﾝﾗｲﾝ診療が行わなければならない≦

面

国

画

画

図

画

面

泣

】豊守

推奨

遵守

尺ヨ

勘

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

推奨

遵守

備考

子1 画＄詞

愚喬爵同昌

雰蝿‘@番，糊謝

間郡散偶

－－

、接．曹説磯鍾く

爾雰印

~域馴等羽鯉

－－－－－－－令一

・緊急やむを得ない場合には､この賑

りでない。

・医療機関のﾎｰﾑパｰラに本ﾁｴｯ

ｸリスト（※）を公表することも毒

えられる。

※「医療法等の一部を改正する注

律の一部の施行等について（ｵﾝﾗ引

ﾝ診療関係）」（令和8年3月2フ

日付け医政発0327第5号医政信

長通知

・患者に対して､ｵﾝﾗｲﾝ診療を受吃

る場所について適切に説明し協力も

得ること力重要である。
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駕 ’縮

噸（同じ場所にいる 特定多数人に対してオフ
bF1

ﾗｲﾝ診療を提供す

る場合＞

iii医療法上､特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場所は

病院又は診療所であり､これはｵﾝﾗｲﾝ診療であっても同様であるため、

特定多数人に対してオンライン診療受診施設以外でオンライン診療を折

供する場合には､診療所の届出を行う。

一

斡奄耐細

(3)患者が喬護師等といる場合のｵﾝﾗｲﾝ診療（DtoPwithN）

i医師の指示による診療の補助行為の内容として､｢診療計画｣若しくは訪

問看護指示書又はその両方に基づき､予測された範囲内において診療

の補助行為を行う。

また､「診療計画｣や訪問看護指示書の内容について(c

診療の内容に応じ､適時に見直しを行う。

､患者の状況や

圭司‐＝一一一一
．ー一－－－一

iiDtoPwithNを行う医師は､原則､訪問診療等を定期的に行っている

医師であり隅看護師等は同一医療機関の看護師等あるいは訪問看護の

指示を受けた看護師等とする。

(4)患者が医師といる場合のｵﾝﾗｲﾝ診療（DtoPwithD）

i情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる医師は､事前に直接の

対面診療を行わずにオンライン診療を行うことができ､主治医等の医師

は､遠隔地にいる医師の専門的な知見･技術を活かした診療が可能。

ただし､患者の側にいる医師は､既に直接の対面診療を行っている主治

医等である必要があり､情報通信機器を用いて診療を行う遠隔地にいる

医師は､あらかじめ､主治医等の医師より十分な情報提供を受けること。

可

I郷

面

v;

ざ

奄番

遵守

÷-卜藻

耐rw

暑
一

遵守

遵守
：露7

遵守

ii診療の責任の主体は､原則として従来から診療している主治医等の医師

にあるが､情報通信機器の特'性を勘案し､問題が生じた場合の責任分

担等についてあらかじめ協議しておく。

1）情報通信機器を用いた遠隔からの高度な技術を有する医師による

手術等

i高度な技術を要するなど遠隔地にいる医師でないと実施が困難な

手術等を必要とし､かつ､患者の体力面などから当該医師の下八α

搬送･移動等力灘しい患者を対象に行う。

ii情報通信機器について､手術等を実施するに当たり重大な遅延等

が生じないi蚤信環境を整え､事前に通信環境の確認を行う。

仮に一時的に情報通信機器等に不具合があった場合等においマ

も､患者の側にいる主治医等の医師により手術の安全な継続旅

能な体制を組む。
印9毛搭奮

恒

［ｮ／

Ｊ

一

〃

毎

。

㎡

区

遵守

遵守

遵守

遵守

合

・具体的な対象疾患や患者の状態

などの詳細な適用対象は､各学会

などが作成するガｲドﾗｲﾝに基づく

漣

・具体的な提供体制等については

各学会などが作成するガｲドﾗｲﾝに

基づく。

I

。ただし､巡回診療の実施について

は､昭和37年6月20日付け医

発554厚生省医務局長通知によ

る､巡回診療の実施に準じて新たに
4

診療所開設の手続きを要しない増

合がある。

。また健康診断等の実施については

平成7年11月29日付け健政

発927号厚生省健康政策局長

通知による､巡回健診等の実施c

準じて新たに診療所開設の手続き

を要しない。

。なお､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行った際に

予測されていない新たな症状等力

生じた場合において、「診療計画．

や訪問看護指示書の内容を見匡

すことで､医師が看護師等に対し、

診断の補助となり得る追加的な積

査等を指示することは可能

寓皇

で芋、‘

41 丘
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遵守

10

(5)通信環境（情報ｾｷｭﾘﾃｨ･プライバシー･利用端末：

2）情報通信桃器を用いた遠隔からの高度な専門性を有する医師L

よる診察･診断等

i高度な専門性の観点から近隣の医療機関では診断が困難な疾患で

あることや遠方からでは受診するまでに長時間を要すること等により、

患者の早期診断や診療継続のニーズに対応することが難しい場合

など､地域においてｵﾝﾗｲﾝ診療の必要性が認められる患者を対象

に行う。

ii患者は主治医等の患者の状態を十分に把握している医師とともに、
由

遠隔地にいる医師の診療を受ける。

患者の側にいる主治医等の医師と遠隔地にいる医師は事前に診療

情報提供書等を通じて連携をとる：

1）医擦機関が行うべき対策

医療機関は､ｵﾝﾗｲﾝ診療に用いるｼｽﾃﾑによって講じるべき対策
Q且■』

が異なることを理解し､ｵﾝﾗｲﾝ診療を計画する際には､患者に対

してｾｷｭﾘﾃｨリスクを説明し､同意を得る。

1-1）基本事項
即、三L”一I

一一一一－ －－－一一一一

i医療機関は､ｵﾝﾗｲﾝ診療に用いるシステムを提供する事業

者（以下｢事業者｣という｡）による説明を受け（※）、十分

な情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策が講じられていることを確認する。

当該確認に際して､医療機関は責任分界点について確認し

ｼｽﾃﾑの導入に当たっては､そのﾘｽｸを十分に理解する。
語

毛

琴珂

熟､こ§

iiオンライン診療の際､医療情報システムに影響を及ぼす可能祖

がある（※）ｵﾝﾗｲﾝ診療システムを使用する際は､「医療

I情報安全管理関連ガイドライン｣に沿った対策を併せて実施す
－－－－－画

る。

帝造 の静

－＝－－－－

汎用サービスを使用する際は､汎用サービスが医療'情報ｼスラ

ムに影響を与えない設定とする。

．b際ミ

iii医療機関は､患者に対してｵﾝﾗｲﾝ診療の実施に伴うセキュリ
1

ﾃｲﾘｽｸを説明し､ｵﾝﾗｲﾝ診療に用いるｼｽﾃﾑを利用すそ

ことについての合意を得た上で､双方が合意した旨を診療録(.:

記載し､ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する。

iv「診療計画｣を作成する際､患者に対じて使用するｵﾝﾗｲﾝ診

療ｼｽﾃﾑに伴うセキュリティﾘｽｸ等とその対策及び責任の所：

在について患者からの問い合わせに対応できるよう､説明文書

の準備（※）又は対応者の準備を行う。

回

画

㎡

画

回／

回／

胃

ざ

載
戯

回／

画／

麓土劃

舌

還守

脳奥

J俵｡’

遵守
”‘蚕

遵守

遵守

遵寄

遵守

遵守

許獄

過

遵守

風ﾐ蕊

婁掴

遵守

9厘

馨
■
■
■
■
’

箸

遵守

傭ゑ

&遷諏斜番。'斧』

合蔵

祇飽是宝誹土遼黛さ！

］〈も

t‘爵頑愚蕊身

L四両

・医療機関は､システムはi宜亘ｱｯﾌ゚

デートされ､ﾘｽｸも変わり得ることな

ど理解を深める。

※システムに関する個別の説明を受け

るととのみならず､事業者力鴨示しマ

いる情報提供内容を自ら確認する

ことを含む。

※例えI式電子ｶﾙﾃを利用する端末

‐で､ｵﾝﾗｲﾝ診療に用いるｼｽﾃﾑ

を直接起動し､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行う

と､ｾｷｭﾘﾃｨ上の問題が生じた場

合､当該診療に係る患者だけでは

なく､電子カルテヂー ﾀべー ｽ操れと

連結し危医事ｼｽ壬ﾑやﾚｾブﾄ作

成用ｺﾝｭｰﾀ内のすべての患者

の情報に影響が及ぶ可能性樋

る。

一 一一

”蕊

霞ま

鋼蕃喚燕麦

､）器畿ル辿司蕊

畠1塾
－

※ｳｪブﾘｼｨﾄ等の患者猫固切にｱｸｾ

ズできる方法による開示や､電磁的

記録による説明文書と同等の内容
ijB今『

のものの提供を含む。
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遡守

唯奨

vｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑを用いる場合は､医療機関はOSやｿﾆ

ﾄｳｪｱのｱｯヂー ﾄについて､事業者と協議侭確認した上で実

施する。

アップデートができない等の個別対応が必要な場合には､事業

者からの説明､情報提供等を受け､必要な対応を実施する

Ⅵ医療機関は､必要に応じてセキュリティソフトをインストール弓

る量

Ⅵiｵﾝﾗｲﾝ診療に用いるシ

証を用いる。

ｽﾃﾑを使用する際には贈多要素認
FHr

垂

Ⅶiｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する際は､患者がいつでも医師の本人孫

認及び医師の所属医療機関の確認ができるように必要な裾

報を準備する。

幸，

｛
↑

Ⅸｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑを用いる場合は､患者がいつでも医師q

本人確認ができる’情報及び医療機関の問い合わせ先をオンラ

イン診療ｼｽﾃﾑ上に掲載する。
d

Xオンライン診療システムが後述の2）に記載されている要件を

満たしていることを確認する。

刃医師がいる空間において診療に関わっていない者が診察'情幸I

を知覚できないようにする｡また､患者がいる空間に第三者がい

ないことを確認する‘

刃i医師は､ｵﾝﾗｲﾝ診療実施時に､意図しない第三者が当該

通信に紛れ込むような三者通信（患者が医師の説明を一緒

に聞いてもらうために､医師の同意なく第三者を呼び込む場合

等）や患者のなりすましが起こっていないことに留意する。

xiliブﾗｲパｼー が保たれるように､患者側､医師側ともに録音､録

画､j醗影を同意なしに行うことがないよう確認する。

xivｵﾝﾗｲﾝ診療においてﾁｬｯﾄ機能を補助的に用いる場合に

は､医療機関が､ｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸとべﾈﾌｨｯﾄを勘案したうえ

で､使用するｿﾌﾄｳｪｱやﾁｬｯﾄ機能の使用方法について患

者側に指示する。

XV患者から提示された二次元

※

パー ｺー ドやURL等のﾘﾝｸ先への

ｱｸｾｽ及びﾌﾌﾌｲﾙのダｳﾝﾛー ド等は

め行わない。

セキュリティﾘｽｸが限定的であることを

断できる場合を除く。

ｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸが高いた

医療機関が合理的に判

鋼Fk①善

xviｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する医師は､ｵﾝﾗｲﾝ診;康の研修等を

通じて､ｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸに関する情報を適宜ｱｯブデー ﾄする‘

xvii医療機関が､ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施する際に､医療情報を印

得する目的で外部のPHR等の情報を取り扱うことが､医療I情

報システムに影響を与えうる場合は､「医療I情報安全管理関

連ガｲドﾗｲﾝ｣に沿った対策を実施する‘

国

直

区

回

ノ
』

E

ノ

区

匠

4

画

／’

図

ざ

㎡

／

セ

／

恒

遵守

遵守

推奨

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

侭

遵守

遵守

推奨
月可

遵守

齢

雰仔

壷

命

顔，I閥昂↑

。ただし､患者がいる空間に家族等や

ｵﾝﾗｲﾝ診療支援者がいることを医

師及び患者が同意している場合を

除く。

剣写

岨型

・医療機関や患者から､検査結果画

像や患者の医療情報等を画面共

有機能を用いて提示すること及び画

面共有機能を用いずに画面を介L

て提示することは､多くの場合､ﾈ

対的にｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸが低減さオ

ているものと考えられる。

ふふ照

1砿
－
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xvili他方で､医療機関が､医療情報システムに影響を与えずに

護驚鰹蕊暮妻削二笈皐;蕊回
る。

2）ｵﾝﾗｲﾝ診療システム事業者が行うべき対策

※医療機関の医療情報管理責任者は､下記を踏まえて､所隅する

医師が行うべきｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸ対策を講じること。

ｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑを提供する事業者は､下記を備えたｵﾝﾗｲﾝ

診療システムを構築し､下記2－1）の項目を満たすセキュリティ

面で安全な状態を保つ。

iiｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑを医療機関が導入する際､事業者は､医療

機関に対して､医療機関が十分に醐串できるまで､ｵﾝﾗｲﾝ診療シ

ステムのセキュリティ等（※）に関する説明を行う（分かりやすい説

明資料等を作成し医療機関に提示することが望ましい｡）．

1-2）医療機関が汎用サービスを用いる場合に特に留意すべき事

項（医療機関が汎用サービスを用いる場合は､1-1）に加え

て下記の事項を実施）

i意図しない三者通信を防ぐため､医療機関から患者側につオ

げることを徹底し､また通信の管理者権限を患者に委譲しオ

い。
噸

医療機関又は医療機関から委託を受けた者は､汎用サービス

のｾｷｭﾘﾃｨポリシーを適宜確認し､患者の問い合わせに対応

できるようにする。
4穴

iii個別の汎用サービスに内在するセキュリティﾘｽｸを理解し､必

要な対策を講じる責任は医療機関にあることを理解する。

iv端末立ち上げ時､パスワード認証や生体認証などを用いて操

作者の認証を行う。

2-1）基本事項

i医療機関に対して､医療機関が負う情報漏洩･不正ｱクセフ

等のセキュリティﾘｽｸ及びシステム障害時の診療への影響を明

確に説明する。

ii事業者は医療機関に対して､ｵﾝﾗｲﾝ診療のセキュリティに係

る責任分界:点について明確に説明し､合意した範囲において

責任を負う。

iiiｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑの中
ご■埠俳一▲＝－一一一

こビヂｵ会議ｼｽﾃﾑ等の汎用サー

ビスを組み込んだｼｽﾃﾑにおいても､事業者はｼｽﾃﾑ全般q

セキュリティﾘｽｸについて､医療機関に明確に説明し､合意し
一一二二

た責任分界点の範囲において責任を負う。

Ⅳ事業者は､合意に基づき､脆弱'性などのｾｷｭﾘﾃｨﾘｽｸ発生

時には速やかに医療機関に状況や対応方法等の情報提供￥

行うなどの善管注意義務を適切に履行する

㎡

面

㎡

Eイ

ざ

可

ざ

〆

ざ

茜

守
睡

齢

遵守

遵守

遵高
垂r・樫

表

窪

遵守
Iの’

遵守

遵守

遵守

鶴

口号

遵守

’

傭老

序癖:趣

甲亜

羅昏霞斡Klw

熱

七

・委託を受けた者が存在する場合

は､委託契約に基づき協力する責

務が委託を受けた者に課される‘

他到I

函！~逃、,．…｜
逓人f齢勘’

㈹閥I
※患者および医療機関がラヌテムを利

用する際の権利､義務､情報漏

洩・不正ｱｸｾｽ等のｾｷｭﾘﾃｨリス

ク､医療機関･患者双方のｾｷｭﾘ

デイ対策の内容､患者への影響等

bUr肘
→一

風を掛己砿患､'x

訓

、苗.F

、、子
一一一

膜麹罰

〔､鴫舶目宥黙
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vｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑ等が医療I情報システムに影響を及ぼし

得るかを明らかにする。

Ⅵ 医療情報ｼｽﾃﾑ以外のｼｽﾃﾑ（端末

る診療にかかる患割固人に関するヂｰﾀの
】

･サーバー等）におけ

蓄積･残存の禁止

好跡』

viiシステムの運用保守を行う医療機関の職員や事業者､クラウド

ｻｰピｽ事業者のｱｸｾｽ権限を管理する（※）＝

ご卜i21

とQ2

viii不正ｱｸｾｽ防止措置を講じること(IDS/IPSを設置すそ

等）。

Ⅸ不正ｱｸｾｽやなりすましを防止するとともに､患者が医師の本

人確認を行えるように､「1-1）基本事項｣における医師の本

人証明と医師の所属医療機関の確認が常に可能な機能を備

える。

：r1干聡’

一一一 ‐q

Xアクセスログの保全措置‘
1伽も

刃端末へのｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄの導入､OS･ｿﾌﾄｳｪｱのｱｼ方
lL

－卜を定期的に促す機能。

刃i信頼性の高い機関によって発行されたサーバー証明書を用い

て､通信の暗号化(TLS1.3以上､やむを得ず1.2を用いる

場合は十分な暗号強度とするよう留意）を実施する。

xiliｵﾝﾗｲﾝ診療時に､複数の患者が同一の施設からネットワー

クに継続的に接続する場合には､IPVPN̂ Ipsec+IKEに

よる接続を行う。

xiv遠隔ﾓﾆﾀﾘﾝグ等で蓄積された医療情報については､「医療

情報安全管理関連ガイドライン｣に基づいて､安全に取り扱え
－－

るｼｽﾃﾑを確立する。

xiv使用するドﾒｲﾝの不適切な移管や再利用が行われないよ号

に留意する。

2-2）医療情報システムに影響を及ぼす可能性があるｼｽﾃﾑの

場合（ｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑが､医療情報ｼｽﾃﾑを扱う端

末で使用され､ｵﾝﾗｲﾝ診療を行うことで､医療情報システム

に影響を及ぼす可能‘性がある場合､2-1）に加えて｢医療I情

報安全管理関連ガイドライン｣に沿った対策を行うこと。

i法的保存義務のある医療情享｜

執行城及ぶ場所に設置する。

を保存するサーバーを国内法‘

ii医#爵機関に対してそれぞれの追加的ﾘｽｸに関して十分な説明

を行い､事故発生時の責任分界点を明らかにする。

画

画

面

面

ノ

可

ざ

ざ

ざ

画

首

首

ヲ

回

遵守

遵語

環

遵弓

一一

遵守

遵守

遵守

遵守

推奨

膏

遵守

遵守
ユ

__一|

遵守，

遵守

※第三者概関に認証されること力窪ま

しい

・2－2）に該当する場尚合を除く。

※第三者機関に認証されることが望ま

しい

※ID/バｽﾜー ドや生体認証､ICｶー

ド等により多要素認証を実施するI
、

と力窪ましい｡またｼｽﾃﾑ運用監督

者は退職者ｱｶｳﾝﾄの削除など管

理外になりやすし震素を重点的に

監視すること，

※第三者機関に認証されることが望ま

しし

※第三者機関に認証されることが望ま

しし

※第

’

三者機関に認証されることが望ま：

しい

・ログ監査･監視を実施することが望

ましい。

※第三者機関に認証されることが望ま

しい

※第三者機関に認証されること力窪ま

しい

※第三者機関に認証されることが望ま

しい

※第三者機関に認証されることが望ま

しし

※第三者機関に認証されることが望ま

しし

’
■
■
■
■
■

i 田ム．、

’
一一一一三一

※第三者機関に認証されることが望ま

しい

’一
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iii医療情報を保存するｼｽﾃﾑﾍの不正侵入防止対策等を講

ずる，

鳶｜声蝿 一で

熱

Ⅳｵﾝﾗｲﾝ診療ｼｽﾃﾑは､上記の2-1）及び2－2を満たして

いるｼｽﾃﾑであるかどうか

しい･

鵬；

第三者機関に認証されるのが望ヨ

’
一一一一一一一一

3．その他ｵﾝﾗｲﾝ診療に関連する事正

(1)医師教育/惑者教育

i医師は､オンライン診療に責任を有する者として､厚生労働省が定める研

修を受講することにより､ｵﾝﾗｲﾝ診療を実施するために必須となる知調

を習得する。

医師一患者間の信頼関係を構築した上で､さらにオンライン診療の質を

向上させるためには､より適切な情報の伝え方について医師一患者間で

継続的に協議する。

iii患者が情報通信機器の使用に慣れていない場合については､オンライン

診療支援者が機器の使用の支援を行ってもよいが､医師は､当該オンラ

ｲﾝ診療支援者に対して､適切なｵﾝﾗｲﾝ診療が実施されるよう､機溌

の使用方法や情報セキュリティ上のﾘｽｸ､診療開始のﾀｲﾐﾝグ等につし

て､あらかじめ説明を行う。 一一一一

(2)震評価/ﾌｲードパ､ｿク

iｵﾝﾗｲﾝ診療では､質評価やﾌｨー ドパｯｸの体制の整備が必要である。

質評価においては､医学的･医療経済的･社会的観点など､多角的な衝

点から評価を行う。

ii対面診療と同様に診療録の記載は必要であるが､対面診療における診

療録記載と遜色の無いよう注意を払う｡加えて､診断等の基礎となる'|胃

報（診察時の動画や

ガｲドﾗｲﾝ等に準じ了

（3）ｴビチﾝｽの諸祇

画像等）を保管する場

セキュリティを講じる。

合は､医凋青報安全管理

i医師は､電子カルテ等における記録において､日時や診療内容などについ
己星一・一厘▽-ﾛ、－－‐。。＝

て可能な限り具体的な記載をするよう心掛けるとともに、

ある旨が容易に判別できるよう努める。
一一一一

ｵﾝﾗｲﾝ診;厩7
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※第三者機関に認証されることが望音
逗竜

しい

・第三者機関の認証としては以下a

いずれか力窪ましい。
－－

一般社団法人保健医療福祉傭報安

全管理適合性評価協会(HISPRO)、

プﾗｲパｼー ﾏー ｸOISQ15001)、

ISMS(JISQ27001等）、IT富岡S

(MSQ20000-1等）の蕊迩E､情

報ｾｷｭﾘﾃｨ監査報告書の取得､クラウ

ドｾｷｭﾘﾃｨ推准協議会のcsマークや

ISMSクラウドｾｷｭﾘﾃｨ認証

(ISO27017の取得
－ －

副剥嘱

ー－－－－

木稀
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1
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・ｵﾝﾗｲﾝ診療の安全性や有効性

等に関する情報は､個々の医療機

関で保有さ焔だけでなく､今後のオ
ンライン診療の進展に向け社会今

体で共有･分析されていくことが望ま

しい。


